
 

 

 

 

 

～ さあ開こう！協働への扉 ～             

 

 

令和６年度 

袋井市協働まちづくり事業 

 

実施要領 

 

 

 

地域課題や住民ニーズ、行政課題について、市民活動団体からの提案 

 を募集し、市民活動団体と行政が協働で新たなまちづくりに挑戦する 

 事業です。 

  市民活動団体と行政とが対等なパートナーとなり、協働のモデル事業 

 づくりに取り組みます。 

 

 

 

【募集期間】 令和６年４月１日（月）より随時受付 

 

 

 

令和６年４月 

 

袋井市役所 総務部 協働まちづくり課 



 

1 

 

１ 概  要                           

地域課題や市民ニーズが多種多様化する中、袋井市では、NPO法人、ボランティア団体、

自治会及び企業（企業市民）等が、互いの特徴を活かしながら、行政や他の団体と協働し

てまちづくりに取り組む際の羅針盤となる「協働への扉 ～袋井市協働まちづくりに関す

る指針～」を平成 18年３月に策定しました。この指針では、協働を推進するための基本的

な考え方や方向性、必要な施策等を示し、平成 18年５月には、その中心的な役割を担う市

民活動団体の活動・交流拠点「袋井市協働まちづくりセンター ふらっと」（以下、センタ

ー）がオープンしました。現在、約 50団体が登録し、御利用をいただいておりますが、今

後もセンターを拠点に、多くの市民と行政職員とが互いに交流・情報交換をし、共にまち

づくりに取り組んでいくことが必要となります。 

 そのため袋井市では、平成 19年度から市民活動団体と行政とが共に地域課題や住民ニー

ズを認識し、各自の役割分担や経費負担等を明確にした上で、その解決と実現に取り組む

「袋井市協働まちづくり事業」を実施しております。 

 同事業では、袋井市が目指すまちづくりの取組（第２次袋井市総合計画後期基本計画）

に関連し、市民活動団体から協働事業に関する提案を募集し、その提案の中からふさわし

い事業を選び、提案した団体と市が相互の役割の中で、理解を深め、協力しあい、事業の

今後の発展性や行政業務としての実施の可能性を検討しながら事業を実施するシステムで

す。 

２ 協働まちづくり事業（協働事業）の種類             

（1） 補助事業   実施手続き ＝ 袋井市補助金等交付規則に基づく補助金申請 

「補助事業」とは、一般的に、特定の事業や研究等を育成、助長するために、公益上

必要があると認めた場合に、市民活動団体側からの対価なく市が金銭的支援を行う手法

です。 

事業の種類 助 成 額 補助率等 

補助事業 

            
新規事業（１年目）  上限 20万円 

継続事業（２・３年目）上限 10万円 
 

補助率 2/3以内 

ア  補助事業では、実施主体は補助先の市民活動団体であり、事業の成果は団体側に帰

属します。そのため、団体が「主催者」となり、市は「管理・監督者」となります。 

 イ  補助事業では、一般的に団体の管理費などを含む組織運営全般を支援する補助と、

地域課題の解決のために行う事業に対する補助とがあります。本制度では、後者の補

助を意味します。 
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（2） スタートアップ活動支援補助事業   実施手続き ＝ 補助事業と同様 

「スタートアップ活動支援補助事業」とは、新たに市民活動を始めるため、団体を立

ち上げ、本事業に取り組む団体に対し、団体の運営及び設備の整備に要する資金を支援

するため、市民活動団体側からの対価なく市が金銭的支援を行う手法です。 

事業の種類 助 成 額 補助率等 

スタートアップ 

活動支援補助事業 

上限 10万円とする。 
※市内で、新たに市民活動を始めるため、団

体を立ち上げ、本事業に取り組む団体 
（※設立後６箇月以内の団体）に限る。 

（同一団体１回まで） 

補助率 10/10以内 

【例】 １年目：補助（新規）＋スタートアップ→上限 30万円  

２年目以降：補助（継続）→上限 10万円 

 

（3） 連携事業   実施手続き ＝ 役割分担等を定める協定書 

「連携事業」とは、補助事業やスタートアップ活動支援補助事業とは違い、基本的に

行政からの一定の金銭的支援はなく、互いに不足・不得手とする部分を補い合う事業手

法です。 

 ア 事業共催・・・一定額の資金や労力を互いに持ち寄り、資金や事業全般にわたって双

方が責任を負って事業を行います。 

 イ 事業協力・・・事業の開催趣旨に賛同した上で、行政が所有する場所や備品の提供、

広報活動支援、事業関係者との仲介など、団体側が行う事業において、

団体が不足・不得手とする一定の部分の責任を行政が負い事業開催を

支援します。 

 

 

３ 応募資格                            

 提案することができる団体は、次の要件をすべて満たす団体とします。 

(1) 市内に事務所を置き、主として市内で市民活動を現に行っていること又は今後、市内

で市民活動を行う計画があること。 

(2) 代表者を含め３人以上の構成員で組織していること。 

(3) 団体に関する規約等を有し、それに基づく運営がされていること。 

(4) 予算・決算を的確に行い、その内容を示すことができること。 

(5) 提案に係る事業（以下「協働事業」という。）を的確に遂行できる能力を有し、かつ、



 

3 

 

その成果報告ができること。（※ 担当課などが資料作成や成果報告に助言や指導を超

える支援が必要な場合は、遂行する能力を有しないと判断します。） 

(6) その他公の秩序に反する団体でないこと。 

 

４ 実施スケジュール                        

＜補助事業・スタートアップ活動支援補助事業＞ 

(1) 事業提案の相談 

事前に協働したい所管課と事業の提案についてご相談してください。 

(2) 提案内容の審査 

事業の提案書を受付し、所管課と内容の審査を行います。 

(3) 事業の採択 

内容の審査を行い、採択・不採択を決定します。 

(4) 交付申請 

採択の決定後、補助金の交付申請を受付します。 

(5) 交付決定 

申請いただいた内容を審査した上で、補助金の交付を決定し通知します。 

(6) 事業の実施 

交付決定が下りましたら、事業を進めてください。 

事業の円滑なる実施のため、補助金を概算でお支払いしますので、請求書を協働まち

づくり課に提出してください。 

１か月程度を目途に指定された口座に補助金をお支払いします。 

(7) 事業実績の報告 

令和７年３月 31日までに事業を完了し、事業完了後は、速やかに事業実績書を提出し

てください。 

(8) 交付確定 

事業実績書の内容を審査した上で、補助金額を確定し通知します。 

＜連携事業＞ 

(1) 事業提案の相談  

事前に協働したい所管課と事業の提案についてご相談してください。 

(2) 提案内容の審査 

事業の提案を受付し、所管課と内容の審査を行います。 

(3) 事業の採択 



 

4 

 

内容の審査を行い、採択・不採択を決定します。 

(4) 事業連携協定の締結 

所管課との協議を実施し、事業の連携協定を締結します。 

(5) 事業の実施 

  連携協定の締結後に、事業を実施してください。 

(6) 事業実績の報告 

令和７年３月 31日までに事業を完了し、事業完了後は、速やかに事業実績書を提出し

てください。 

 

５ 対象となる事業                         

(1) 協働事業は、次の要件を満たすものを対象とします。また、補助事業は１団体１事業

の応募、スタートアップ活動支援補助事業は１団体１回の応募に限ります。ただし、連

携事業はこの限りではありません。 

ア 公益性を有する事業 

イ 提案団体と本市が協働して実施することにより地域課題の解決や住民ニーズの実現

が図られる事業 

ウ 本市のまちづくりの取組に合致し、(3)に定める公募テーマに沿って提案された事業 

エ 市民活動団体の特性を発揮し、先駆的で新たな視点からの取り組みである事業 

オ 事業計画及び事業予算が適正である事業 

カ 主に市内で実施される事業 

キ なるべく市内の地域財産（人・学校・企業、産業、施設等）を活用している事業 

ク 開催場所が、公衆衛生、災害防止等に関して十分な設備及び措置が講ぜられている

事業 

 

(2) 次のいずれかに該当するものは、協働事業として応募することができません。 

ア 営利を目的とする事業 

イ 団体又は特定の個人の利益を目的とする事業 

ウ 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

エ 事業の実施を伴わず、施設等の建設又は整備のみを目的とする事業 

オ 国若しくは県又は市(それらの外郭団体も含む。)から当該事業に対する補助等を受

けている事業(連携事業を除く) 
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(３) 令和６年度公募テーマ（第２次袋井市総合計画後期基本計画の取組） 

 政  策 取      組 

１ 子どもがすこやかに育つまちを 
目指します 

みんなで支え合う子育て環境の充実 

未来に輝く若者の育成 

２ 健康長寿で暮らしを楽しむまち
を目指します 

生涯しあわせに暮らす健康づくりの推進 

いきいきと暮らせる健康⾧寿の推進 

安心できる地域医療の充実 

自分らしく暮らせる障がい者支援の推進 

誰もがスポーツに親しむまちづくりの推進 

３ 快適で魅力あるまちを目指しま
す 

暮らしたくなる都市拠点の創出 

誰もが移動しやすいまちづくり 

花と緑と水のまちづくり 

恵みある河川・海岸づくり 

豊かな環境の醸成と継承 

４ 活力みなぎる産業のまちを目指
します 

産業の新たな展開の推進 

戦略的な観光の推進 

経営力の高い農業の振興 

魅力的な商業の振興 

５ 安全・安心に暮らせるまちを目
指します 

万全な危機管理体制の構築 

風水害に強いまちづくりの推進 

交通安全・防犯対策の推進 

消防・救急救助体制の充実 

安全な水の安定供給 

６ 市民がいきいきと活躍するまち
を目指します 

市民と行政の協働によるまちづくり 

教養豊かな人づくり 

共生社会の確立 

   ※ 各取組の基本方針等は、巻末の「総合計画取組解説一覧」をご覧ください。 
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６ 事業費                             

協働事業に関する市の助成額、基準等は、以下のとおりです。 

 

 

事業区分 項 目 補助金等（上限） 備   考 

補助事業 補助金 

補助率：２／３以内 

〔補助金の限度額〕 

① 新規事業（１年目） 

 ：上限 20万円 

② 継続事業（２・３年目） 

 ：上限 10万円 

同一事業の継続は、初年度

を含め３年 

スタートア

ップ活動支

援補助事業 

補助金 

 

補助率：１０／１０以内 

補助金額：上限 10万円 

（※設立後６箇月以内の団体に 

限る） 

市内で、新たに市民活動を

始めるため、団体を立ち上

げ、本事業に取り組む団体

に限る。（同一団体１回ま

で） 

連携事業 必要な経費 
協働まちづくり事業では無し 

事業担当課での予算範囲内 

同一事業の継続は、３年後

を目安に担当課との直接実

施へ移行 

 

ア １事業あたりの補助金の上限額は上記のとおりとし、事業内容を精査し、予算の範

囲内で事業費を配分します。 

 イ 補助事業において、団体の負担分を参加料の徴収や補助金によって作成した印刷物 

の販売収入を持って充てることは可能です。事業実施による収入の見込みがある場合

は、あらかじめその金額を事業予算書で明らかにし、市の承認を受けなければなりませ

ん。なお、補助金とその他の収入の合計が対象経費を上回った場合には、上回った額を

返還していただくことになります。 

 ウ 予算総額を全額、配分するとは限りません。また、提案事業の要求額に対し、満額 

  を補助等するとは限りません。  
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７ 対象となる経費                         

対象となる経費は、以下のとおりです。 

 

１．補助事業・・・協働事業を実施するために要する経費 

    項   目  補助  連携 対象となる経費の例  等 

賃   金 ○ ― 対象事業に係るスタッフ等の人件費 

報 償 費 ○ ― 講師謝金、記念品、事業関係者へのお礼品等 

旅   費 ○ ― 講師や事業に関わる者の交通費や宿泊費 等 

消 耗 品 費       ○ ― 会議資料、パンフ等の用紙代、事務用品 等 

印刷製本費 ○ ― 募集案内・ポスター等の印刷代、コピー代 

食 糧 費 ○ ― 外部講師の弁当代、会議等の茶菓子代 等 

通信運搬費 ○ ― 切手代、郵便代、宅配料 

手 数 料 ○ ― 筆耕料、人的サービスに対する手数料、振込手数料 

保 険 料 ○ ― イベント来場者や講師等に対する保険料 

使用料および賃借料 ○ ― 会議室や機材の使用料、バス等の借り上げ料 

原 材 料 費       ○ ― 塗料や木材など事業に必要な原材料 

備品購入費 △ ― 事業実施のみに必要不可欠な備品 

事務管理費 ○ ― ※ 上記までの対象経費合計額の15％以内 

○・・・対象となる経費     △・・・必要に応じて対象となる経費 

  ア 対象とならない経費の例 

事務所の家賃や光熱水費、事務局員の通常業務に係る人件費、慰労会費、関係団体

への会費、概ね全体事業費の１／２以上を占める高額な備品 等 

 イ 以下の経費の計上にあっては、提案の際に見積書の添付をお願いいたします。 

印刷製本費（チラシ、ポスター等）、備品購入費、その他金額確認のために見積書

が必要な経費 

ウ 対象経費の支出が適正に行われているかどうかを判断するため、実績報告の際に事

業に係る会計帳簿や領収書等を確認させていただきます。（領収書又はレシートを保管

ください。） 

 

２．スタートアップ活動支援補助事業・・・団体の運営及び設備の整備に要する経費 

    項   目 対象となる経費の例  等 

消 耗 品 費       事務用品 

印刷製本費 活動団体ＰＲパンフレットの印刷代 

通信運搬費 設立総会の開催通知等の郵送料 
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手 数 料 設立登記に係る費用、行政書士への設立依頼費用 

委 託 料 活動団体ＰＲホームページ制作費 

備品購入費 団体の運営基盤の整備に要する必要不可欠な備品 

そ の 他 団体の運営及び施設又は設備の整備に必要な経費 

【対象とならない経費の例】 

内 容 例 

事務所を維持するための経費 事務所の家賃、光熱水費 

経常的な活動に要する経費 電話料金、インターネット使用料 

食糧費、交際費 飲食費、会食代、弁当代 

役員報酬 団体の役員、理事、監事等の人件費 

構成員に係る人件費、謝礼等 構成員の人件費、謝礼 

そ の 他 領収書で確認できない経費 

 

８ 事業期間・事業の条件                            

 事業期間は、補助決定等の後から令和７年３月 31 日までの間とします。継続事業や事

業期間の取り扱いは、以下の条件によります。 

(1) 事業の実施期間は、単年度を原則とします。ただし、同一事業を継続して実施する

こともできます。（ただし、スタートアップ活動支援補助事業は除く。） 

(2) 同一事業を継続して実施しようとする場合は、次の基準によります。 

ア 補助事業・・・初年度を含め３か年の提案が可能。 

〔注意〕補助事業を３か年実施後については、担当課と直接連携しあって事業を 

実施してください。 

イ スタートアップ活動支援補助事業 

・・・初年度のみ。設立後６か月以内の団体に限り、同一団体１回まで。 

初年度のみ、補助事業と組み合わせが可能。 

ウ 連携事業・・・初年度を含め３か年の提案が可能 

〔注意〕連携事業を経て補助事業に移行することはできます。 

※ いずれも、事業実施期間を保証するものではありません。 

(3) 同一事業を継続して実施しようとする場合には、「対象となる事業」の年度毎の提

案と審査を必要とします。 

(4) 同一事業を継続して実施しようとする場合には、２回目以降の事業内容については、

前回の結果・成果を踏まえ、見直しや改善を反映させた内容で提案してください。 

 (5) 応募の段階ですでに開始されている事業は対象となりません。 
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９ 提案期間                           

 事業の提案は、随時受付しています。（令和６年４月１日受付開始） 

※ 事前に協働したい所管課と事業の提案についてご相談いただき、提案書を協働まち

づくり課に提出してください。（原則、郵送不可） 

 

10 提出書類                           

 提案団体は、協働まちづくり課に次の書類を１部提出していただきます。 

 (1)  事業提案書（様式第１号） 

  (2)  事業予算書（様式第２号） 

  (3)  提案団体概要書（様式第３号） 

  (4)  団体の規約又はそれに類するもの 

  (5)  その他関係資料等 

※ 提出書類等は、市ホームページ（https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp）の 

 「ＮＰＯ・ボランティア」から様式をダウンロードして作成してください。 

※ 提出書類等の大きさは、日本工業規格Ａ版たて書きとしてください。 

 

11 審査・選考方法                         

協働まちづくり事業の審査・選考は、16 年間培ってきた本事業のノウハウを活かして、

協働まちづくり課が所管課とヒアリングを充分に行った上で審査し、事業を採択します。

なお、選考結果は各団体に通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp）の
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審 査 基 準 

以下の審査項目に、事業に関係する「担当課の所見」も踏まえ、総合的に審査します。 

①  地域性 

特定の地域に限定されることなく、市民生活上の課題や住民ニーズを的確に捉え、 

その解決・実現に向けた事業として適切であるか。 

②  先駆性 

  これまでに無い（少ない）新しい取り組みであるか。または、新たな視点、発想か 

ら提案された事業であるか。 

③  専門性・独創性 

    事業実施にあたり、専門的な見地から提案がなされているか。また、市民活動団体 

ならではの柔軟な発想が活かされているか。 

③  公益性 

    広く市民を事業の対象とし、事業成果がより多くの市民の利益へとなるものである 

    か。 

⑤ 自立性 

    自己努力による事業立案、資金確保に努めているか。 

⑥ 公平性 

    行政との明確かつ妥当な役割分担ができ、相乗効果が期待できるか。 

⑦ 発展性・継続性 

    事業に採択されることで、団体や事業の発展が期待できるか。また、将来的に自立 

した団体・事業としての継続的な展望が見込まれるか。 

⑧ 具体性・実行性 

    実施方法、スケジュール、予算等がより具体的に計画され、かつ法的にも問題がな 

い事業であるか。また、事業を実施する能力を有する団体であるか。 

⑨ 費用の妥当性 

    対象経費の算出、見積もり等が適正であるか。 

⑩ 協働効果 

単独で行うよりも協働で実施することで、より効果や成果が期待できる事業である 

か。 

※ 審査は上記の10項目毎に５段階で評価し、50点満点の採点と総合的な評価等をもとに行います。 
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12  事務手続き・事業実施                      

令和６年度協働まちづくり事業の選考結果の通知後、団体、事業の担当課及び協働まち

づくり課で打ち合わせを行い、提案事業の進め方や役割分担等を協議します。進め方や役

割等の決定後、速やかに次の事務手続きを行ってから事業を開始します。 

(1) 補助事業・スタートアップ活動支援補助事業・・・補助金交付申請 

袋井市補助金等交付規則に基づき、補助金等交付申請書をご提出いただき、補助金

交付決定を行います。交付決定後は、計画に基づいて事業を実施していただき、事業

完了後、実績報告書をご提出ください。 

(2) 連携事業・・・協定書締結 

役割分担や実施スケジュール等を担当課と協議し、協議内容を基に「協定書」の締

結をしていただきます。協定書に基づき、計画された事業を実施していただき、事業

完了後、実績報告書をご提出ください。 

 

※ 交付決定及び協定された事業に変更の必要が生じた場合は、内容の大小に関わらず、

必ず、事前に担当課にご相談ください。内容により、事業内容の変更手続きをお願い

する場合があります。 

なお、補助金額の変更は、原則、認められませんが、やむを得ず変更の必要がある

場合には、必ず担当課にご相談ください。 

 

13  提案事業の公表 等                       

(1) 提案事業等の公表 

各団体からご提案いただいた事業内容は、市のホームページにて公開いたします。

また、審査結果及び選定理由、事業の実施・報告内容、団体の情報等につきましても、

個人情報に関するものを除き、原則公開することになりますので予めご承知おきくだ

さい。 

(2) 協働事業のＰＲ 

協働まちづくり事業を実施する場合には、市民等に協働まちづくり事業である旨の

表示を下記のとおり行ってください。 

※ 募集チラシ、ポスター、冊子等の成果物に記載。事業の開催会場に表示。など 

表示する文面（例） 

「この事業は、令和６年度袋井市協働まちづくり事業として、○○○と袋井市とが協働

で行っている（行った）ものです。」又は、「令和６年度袋井市協働まちづくり事業」 
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14  事業報告                      

協働事業が完了した場合、すみやかに以下の書類をご提出いただきます。 

様式は市ホームページよりダウンロードしご利用ください。 

市ＨＰ：https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp 

(1)  実績報告書（様式第５号） 

(2)  事業収支決算書（様式第６号） 

(3)  その他関係資料 

 (ア) 事業の実施に要したパンフレット等（作成した場合） 

   (イ) 活動の状況を写した写真２～３枚 

   (ウ) その他、協働事業の事業報告に必要と思われる書類 

 

15  協働まちづくり事業の実施にあたっての留意点                

(1) 補助金の交付は、袋井市補助金等交付規則の定めるルールによります。 

(2) 補助金申請等の段階において、提案いただいた内容を基に事業の実施内容について

調整を行います。その際、提案事業の内容を一部変更していただくことがあります。 

(3) 協働まちづくり事業の実施が計画より大幅に遅れそうな場合、内容等に大幅な変更

が生じる恐れがある場合や事業の実施が困難になった場合は、速やかに担当課に報告

し、協議してください。 

(4) 協働まちづくり事業が中止になった場合は、原則として補助金等は全額返金いただ

きます。 

(5) 補助金は、原則、事業実施終了後の交付となりますが、事業を実施するためにやむ

を得ず事業資金が必要となる場合は、担当課に協議願います。 

（6） 事業の実施状況及び実施結果について、必要に応じて現地確認させていただく場合

があります。 

(7) 最終的な補助金の額は、実績報告書の提出により決定します。そのため、事業の結

果を確認するまで補助金の額は暫定的なものであり、最終的な額が決まった段階で、

一部返還していただく場合があります。 

(8) 印刷物を作成する場合等は、再生紙を使うなど環境に配慮するとともに、文字の大

きさ、字体のわかりやすさ、色使いに配慮するなど、ユニバーサルデザインに配慮を

願います。 

(9) 事業の実施にあたっては、安全管理に十分配慮してください。特に、負傷や熱中症、

新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルスによる感染症などの予防につい

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
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て参加者やスタッフに徹底するとともに、万が一の保険についても対象者、種類、金

額、負担者等を精査し、リスク回避に努めてください。 

(10) エントリーした団体は、「袋井市協働まちづくりセンター ふらっと」の情報会員（年

会費無料）として登録をお願いします。今後、ふらっとからイベントや講座などの情

報のご案内をさせていただきます。また、協働まちづくり事業のエントリー前のご相

談や事業実施のノウハウなどもご相談ください。 

 

16 市協働まちづくりセンター「ふらっと」                             

 上記（10）記載のとおり、「袋井市協働まちづくり事業」に関する相談は、市協働ま

ちづくりセンター「ふらっと」を御活用ください。 

ふらっとでは、この事業の提案内容などに悩んだり、困ったりしていることついて相

談をお受けしています。お気軽にご相談ください。 

相談できること 

【例】提案事業の内容（事業採択に近づくための相談） 

事業のチラシや各種資料の作成 など 

 

袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」 

住所：袋井市方丈三丁目５番地の 11 

TEL：４３－６３１５  FAX：３１－６３６３ 

Email: info@flat-fukuroi.com 

 

mailto:info@flat-fukuroi.com
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第２次 袋井市総合計画 後期基本計画 取組解説一覧 

 

 令和６年度公募テーマの詳細は以下のとおりです。 

 

子どもがすこやかに育つまちを目指します 

 Ⅰ みんなで支え合う子育て環境の充実 

取組の目的  

家庭、地域、企業及び行政が連携・協力し、地域社会全体で子ども・子育てを支援します。 

現状と課題  

本市の平成30年（2018年）における人口千人当たりの出生数は9.0人で、静岡県平均の6.8人を大きく

上回り、15歳未満の年少人口の全人口に占める割合もここ数年は15％程度で推移していますが、長期的

には少子化が進行する状況です。 

子育てをめぐる環境は、少子化の進行をはじめ、価値観の多様化や地域コミュニティの希薄化による

子育て世帯の孤立、外国人の子どもの増加など、様々な変化が生じています。 

また、核家族化や共働き世帯の増加や幼児教育・保育の無償化に伴い、今後ますます保育ニーズが高

まることが予測されます。 

このような中、保育ニーズに応えられる施設や環境を整備し、待機児童を解消するとともに、関係機

関が連携して妊娠から出産、乳幼児期までにわたる切れ目のない支援を行うことで、本市の次代を担う

子どもの健やかな成長を見守り、親の愛情あふれる子育てはもとより、地域ぐるみで子育ての喜びを感

じられる社会の構築が求められています。 

そのため、家庭、地域、企業及び行政がそれぞれ役割を担いながら連携・協力し、地域社会全体で子ど

もや子育てを支援する取組を充実していく必要があります。 

取組の基本方針  

１ 安心して子どもを産み育てられる支援体制の充実 
地域の様々な世代の人たちが子育て世帯に寄り添い、子育て世代包括支援センターや子育

て支援センター等の関係機関が連携して妊娠から出産、乳幼児期までにわたる切れ目のない

支援を行うなど、子育て支援施策の充実を図ります。 

２ 子どもにとって良質な教育・保育の提供 
公立幼稚園・保育所の認定こども園化等により、教育・保育施設の環境を整備するととも

に、「就学前教育・幼小接続プログラム」の推進により、保育所（園）、幼稚園及び認定こど

も園と小中学校との連携を強化し、子どもの成長に応じた質の高い教育・保育を安定的に提

供します。 

３ 全ての子どもの育ちを支える環境の充実 
育ちの森をはじめ、子どもの育ちを支える体制・機能を充実するとともに、地域社会にお

ける子どもの成長や発達に関する理解を深め、地域ぐるみで子育て支援に取り組みます。 

 

 Ⅱ 未来に輝く若者の育成 

取組の目的  

幼小中一貫教育を通じて、「自立力」と「社会力」を兼ね備えた、心豊かでたくましい若者を育てます。 
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現状と課題  

社会環境が多様化し、将来の予測が困難な時代と言われる中で、グローバル社会に適応した若者を育

成するため、新しい学習指導要領では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・

人間性」等の総合的な力を養うことが求められています。 

本市では、子どもの学習意欲の低下や学習のつまずき等を抱えたままでの進級・進学、特別な支援や

配慮を要する子どもの増加等の教育課題が顕在化しており、このような教育課題を解消するとともに、

子どもたちがこれからの時代に必要となる力（「自立力」「社会力」）を身に付けるため、市内の４つの

中学校区ごとに小・中学校と幼稚園、保育所等が学園を構成し、３歳から中学卒業までの12年間を通じ

た教育プログラムで系統的かつ効果的な教育指導を行う「幼小中一貫教育」に取り組んでいます。 

また、特別な配慮等を要する子どもに加え、不登校や外国人の子どもも増加しており、障がいの有無

に関係なく学ぶことを通じ共生社会の実現を目指すインクルーシブ教育の理念「共生・共育」を踏まえ、

一人ひとりを大切にした支援を充実していく必要があります。 

そのため、子どもたちがよりたくましく成長できる環境を作るとともに、教職員が個々の事情を抱え

た子どもたちに向き合うことができるよう、教員の役割を見直して働き方を改める取組や保護者・地域

住民の学校運営への参画・協力による学校づくりを進めていくことが求められています。 

 さらに、多くの教育施設で改修や更新が必要な状況にあるため、長寿命化と予防保全への転換を進め

るとともに、計画的に改修等を行い、性能水準の引き上げを図っていくことやＩＣＴを活用した教育を

行うための環境整備が求められています。 

取組の基本方針  

１ よりよく生きる力の育成 
幼児期に芽生え始めた自立心や協調性を大切にしながら、家族や仲間、地域社会との関わ

り合いの中で子どもの「自己有用感・自己肯定感」を育み、「夢を抱き、たくましく次の一歩

を踏み出す15歳」の子どもを幼小中一貫教育で育成します。 

２ 確かな学力を育む教育の推進 
就学前の教育や保育の中で身に付けた「学びに向かう力」を基盤として、ＩＣＴを効果的

に活用した協働的学習（思考ツールを活用した学習）や個別最適化された学習を推進し、子

どもたちの「考える力」を幼小中一貫教育で育成します。 

３ 健やかでたくましい体を育む教育の推進 
就学前の運動や食に関する指導を基盤として、体力づくりや食育など、健やかな体を育む

教育を幼小中一貫教育で推進するとともに、地産地消の取組を維持しながら、安全・安心で

おいしい給食を提供します。 

４ 子ども一人ひとりを大切にした支援の充実 
人権教育を基盤として、就学前からの支援を学園内で継続させ、育ちの森等と連携して子

ども一人ひとりのニーズや個々の特性に応じた切れ目のない支援の充実を図ります。 

また、外国人児童・生徒への支援をはじめ、いじめや不登校対策に学園内で積極的に取り

組みます。 

５ 質の高い教育環境の整備 
安全性、機能性等に配慮した教育施設の長寿命化改修を計画的に推進します。 

また、ＩＣＴを活用した教育を実践するために必要な学習環境の整備に取り組みます。 
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健康長寿で暮らしを楽しむまちを目指します 

 Ⅰ 生涯しあわせに暮らす健康づくりの推進 

取組の目的  

   生涯にわたり健康で幸せに暮らせるよう、それぞれの生活や年代に合わせた健康づくりを推進します。 

現状と課題  

本市では、「生活習慣病予防と介護予防の推進による健康長寿の実現」を目指し、総合健康センターを

拠点として、まち全体で健康づくりを推進してきました。 

本市の最近５年間の死亡原因を見ると、がん等の悪性新生物や心疾患、脳血管疾患、老衰が各年とも約

６割を占めているほか、要介護の主な原因は約５割を脳血管疾患や認知症、関節疾患が占めるなど、いず

れも身体活動、食習慣及び生活習慣が関連しています。 

そのため、体の健康に関する取組としては、糖尿病をはじめとした生活習慣病や認知症、フレイル※等

の予防が重要であることから、妊娠期・幼少期から高齢期までの全世代を通じ、適度な身体活動や望まし

い食習慣の啓発に加え、受動喫煙防止等のたばこによる健康への影響から市民を守る取組を実施してい

く必要があります。 

また、健康に良い影響を持つ「人と人とのつながり」や「人と社会とのつながり」づくりを促進すると

ともに、心の健康づくりに関しては、関連機関や部署間の連携を深めることで支え合いや見守り等の仕組

みを強化することに加え、個人や地域に対して、より一層の啓発に取り組んでいくことが求められていま

す。 

今後、個人だけでなく地域や職場など、様々な場面で健康づくりへの取組を広めていくには、地域や健

康づくりに取り組む団体と更なる連携を図るとともに、働く世代への働き掛けとして、市内の企業・事業

所の健康経営への取組支援を強化していくことが重要となっています。     

※フレイル…筋力や活動が低下している状態（虚弱状態）のこと 

取組の基本方針  

１ 地域における健康づくりの推進 
市民の健康意識の向上のために、コミュニティセンターを地域の健康づくりの拠点として

位置づけ、「人と人とのつながり」や「人と社会とのつながり」づくりを促進するとともに、

地域が主体となる健康づくりの取組を推進します。 

２ 全世代を通じた健康づくりの推進 
乳幼児から高齢者まで全世代を通じた健康づくり施策を切れ目なく展開するとともに、地

域、各種団体及び企業との連携を強化し、市民の主体的な健康づくりを支援します。 

また、ＩＣＴを効果的に活用し、対面しなくても健康相談ができる環境を整えます。 

３ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 
医師会、歯科医師会、薬剤師会、健康づくり推進員及び健康づくり食生活推進協議会など、

地域の多様な関係者と連携して検診（健診）受診率を向上させるとともに、ＩＣＴの活用に

よる分析結果を踏まえたオーダーメイドの保健指導を充実します。 

４ 身体活動や食習慣、喫煙など生活習慣の改善 
適度な身体活動や望ましい食習慣への啓発に加え、受動喫煙防止等のたばこによる健康へ

の影響から市民を守る取組を強化します。 

５ 心の健康づくりの推進 
 関係機関や部署間の連携を深め、心の健康づくりネットワークによる支え合いや見守り等
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の仕組みを強化するとともに、個人や地域への啓発に取り組みます。 

 Ⅱ いきいきと暮らせる健康長寿の推進 

取組の目的  

  全ての高齢者が尊重され、住み慣れた地域で健やかに自分らしく暮らし続けられるよう、「地域包括ケ

アシステム※」の充実を推進します。 

 ※地域包括ケアシステム…団塊の世代が全て 75 歳以上となる令和７年を目途に、高齢者が人生の最期  

  まで住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生  

  活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制のこと 

現状と課題  

本市の令和２年（2020 年）４月１日現在における高齢化率（23.9％）は、県平均（29.5％）より低いも

のの、令和７年（2025 年）には団塊の世代が全て 75 歳以上の後期高齢者となるなど、高齢者全体の人口

増加が見込まれています。 

また、要介護認定率は県平均とほぼ同水準ですが、高齢化の進行による要介護認定者や認知症高齢者の

増加により、今後は、介護サービス利用者数の伸びやそれに伴う介護サービス費用の更なる増大が懸念さ

れます。 

これに加え、高齢化や核家族化の進行等により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加も見込

まれています。 

そのため、高齢者が住み慣れた地域で健やかに自分らしく暮らし続けられるよう、地域住民やボランテ

ィア等による高齢者の見守りや支え合いによる「互助」の取組をより一層広げていくとともに、高齢者の

ニーズに応じた介護保険事業の円滑な実施が必要となっています。 

さらに、保健、医療、介護及び福祉等が連携して必要とされるサービスを切れ目なく一体的に提供する

「地域包括ケアシステム」の充実が求められています。 

取組の基本方針  

１ 地域包括ケアシステムの充実 
高齢者が住み慣れた地域で健やかに自分らしく暮らし続けられるよう、総合健康センター

を拠点として、保健、医療、介護及び福祉等が連携し、必要なサービスを切れ目なく一体的に

提供する「地域包括ケアシステム」の充実を推進します。 

２ 支え合い活動といきいき活躍するまちづくりの推進 
高齢者が安心して生活できるよう、地域における見守り活動を推進するとともに、地域で

の交流の場や介護予防に取り組む通いの場づくりに加え、認知症施策の充実など、相互に支

え合う取組や担い手育成を支援することで、生きがい創出や社会参加につなげ、誰もがいき

いきと活躍するまちづくりを推進します。 

３ 介護保険事業の円滑な実施 
高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送り続けられるよう、高齢者のニーズに応じたサー

ビス提供体制を整えるとともに、サービスの質の向上を図ります。 

Ⅲ 安心できる地域医療の充実 

取組の目的  

市民が安心して暮らせるよう、切れ目のない地域医療体制の確保を図るとともに、医療・介護の連携を

深めます。 

現状と課題  

 中東遠地域の人口10万人当たりの医師数は、県平均や全国平均を大きく下回る状況が続く中、市民が安

心して医療を受けるためには、中東遠総合医療センターや聖隷袋井市民病院、休日急患診療室及び地域の

診療所等の医療機関が、それぞれの役割の明確化と連携の強化に努め、切れ目のない地域医療体制の確保
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につなげていくことが必要です。 

また、医療を支える人材の育成や確保の重要性をはじめ、かかりつけ医等を持つことやコンビニ受診抑

制の必要性、新型コロナウイルス等の感染症流行時に医療機関が果たす役割など、医療従事者及び医療機

関に対する利用者の正しい理解を深めていくことやＩＣＴの活用等が持続可能な地域医療の確立には大

変重要です。 

さらに、誰もが人生の最期まで、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるまちを実現していくた

めには、在宅医療と介護を支える医療・介護分野の多職種の連携やＡＣＰ（アドバンス ケア プランニン

グ）※の普及啓発を推進することが大切です。 

そのため、総合健康センターを拠点として、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関及び訪問看護・

介護サービス事業者等が更なる連携を進め、保健、医療、介護及び福祉サービスを切れ目なく提供する「地

域包括ケアシステム」の充実を図っていく必要があります。 

※ＡＣＰ（Advance Care Planning／愛称：人生会議）…人生の最終段階において、自らが望む医療やケ 

 アについて、事前に家族や医療・介護従事者等と話し合いを重ね共有していくこと 

取組の基本方針  

１ 切れ目のない持続可能な地域医療体制の確保 
中東遠総合医療センターや聖隷袋井市民病院、県・保健所、開業医等との連携を深め、新

型コロナウイルス等の感染症対策などを含めた切れ目のない医療体制を確保するとともに、

その仕組みを持続可能なものとして支える医療人材の育成・確保に努めます。 

２ 救急医療体制の確保 
医師会や中東遠総合医療センター等との連携による救急医療体制の充実に努めるととも

に、かかりつけ医・かかりつけ薬局を持つことやコンビニ受診の抑制、感染症流行時の医療

機関の役割等についての市民理解を深めます。 

３ 医療と介護の連携強化 
総合健康センターを拠点とした地域包括ケアシステムの充実を図るとともに、誰もが人生

の最期まで、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、医療・介護を切れ目なく

一体的に提供するため、医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び介護支援専門員等の多職種が

連携できる体制を整えます。 

Ⅳ 自分らしく暮らせる障がい者支援の推進 

取組の目的  

障がいのある人が住み慣れた地域で、生きがいを持って生活できる環境を整備します。 

現状と課題  

 我が国では、障がいのある人の権利を実現するため、平成26年（2014年）１月に障がいに基づくあら

ゆる差別の禁止や障がいのある人の社会参加促進を目的とした「障害者の権利に関する条約※」を批准

しました。 

 障がいのある人への支援は、障がいの種別や年齢に関係なく、住み慣れた地域できめ細かなサービス

を受けられることが望ましく、また、自分の能力を最大限に発揮するとともに生きがいを持って生活で

きる環境の整備が求められています。こうした環境整備の一環として、本市では平成30年（2018年）９

月に「袋井市手話言語条例」を制定しました。 

 また、本市における平成30年度末の身体障害者手帳の保持者は、2,119人（2.40％）、療育手帳保持者

は793人（0.90％）、精神障害者保健福祉手帳保持者は422人（0.48％）です。 

 今後、より多様なニーズに応じたサービスを展開していくことに加え、核家族化や高齢化の進行等に

より、家族からの支援が難しくなると見込まれることから、障がいのある人が身近なところで相談でき
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る体制を整備し、さらに充実していく必要があります。 

 これに加え、障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう、個々の特性を生かした

就労や地域の取組参加等について、企業や地域等の理解や協力を得ながら推進するとともに、社会福祉

法人やＮＰＯ法人等と連携を図り、中長期視点を持って就労マッチング支援に取り組んでいくことが重

要です。 

※障害者の権利に関する条約…障がい者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際 

 条約 

取組の基本方針  

１ 自立した生活の支援 
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができるよう、身近に相談できる

環境の整備・充実、住まいや就労の場の確保及び就労マッチング支援など、社会福祉

法人やＮＰＯ法人等と連携を図り、必要な支援を行います。 

２ 社会福祉施設の整備支援 
住み慣れた地域でいきいきと生活できるよう、社会福祉法人やＮＰＯ法人等と連携

を図り、共同生活援助（グループホーム）等のサービス拠点となる施設整備を支援し

ます。 

３ 障がい者への理解と地域の交流の支援 
住み慣れた地域において安全・安心に生活できるよう、地域での支援体制を整える

とともに、障がいのある人への正しい理解を深め、個々の特性を生かした就労や地域

で行われる様々な行事や取組に参加できるよう支援します。 

Ⅴ 誰もがスポーツに親しむまちづくりの推進 

取組の目的  

市民が生涯にわたり健康でいきいきとした生活を送れるよう、気軽に親しみ、楽しむことのできるスポ

ーツ環境の充実に取り組みます。 

現状と課題  

 本市では、ラグビーワールドカップ２０１９の開催や東京２０２０オリンピック・パラリンピックに

伴うアイルランドオリンピックチームとの交流等を通じ、市民が様々な形でスポーツに親しむ（する・

観る・支える）機会が増加しました。これらの大型スポーツイベントが持つ多面性は、本市のまちづく

りに広く効果を及ぼしています。    

 こうした大会を契機として市民のスポーツへの関心を更に高めていくためには、ニュースポーツの普

及やスポーツイベントへの市民参画をはじめ、スポーツを通じたまちの国際化やスポーツツーリズムの

振興など、スポーツを活かしたまちづくりの推進が必要です。 

 また、体力や年齢、技術など、市民の様々なニーズに応じたスポーツ施設の充実が求められているこ

とから、ＰＦＩ事業者が運営している総合体育館「さわやかアリーナ」については、民間のノウハウを

活用して効果的な運営を行うとともに、老朽化が著しい施設については、適正な管理運営を行うため、

計画的に改修を進めていくことが必要です。 

 さらに、子どもたちがスポーツに親しむ機会を増やすためには、学校教育と社会体育が連携し、スポ

ーツを通じた体力の向上をはじめ、体を動かす大切さや仲間とのふれあいの中で楽しさ・喜びを実感で

きる取組が重要です。 

 これに加え、市スポーツ協会等と連携したアスリート育成のための支援、指導者の発掘と育成や、一

人でも多くの市民がトップスポーツに触れる機会の創出に取り組むとともに、スポーツが生活の中に溶
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け込み、人生を豊かにすることができるよう、スポーツ環境を充実させていく必要があります。 

取組の基本方針  

１ 多様性に応じたスポーツ活動の推進 
 幼少期におけるスポーツに親しむきっかけづくりをはじめ、学校教育と社会体育との連  

携、誰もが身近で気軽にできる健康づくりのためのスポーツなど、年齢、国籍及び障がいの  

有無等にかかわらず、市民の生涯にわたるスポーツ活動を支援します。 

２ 誰もが気軽に取り組めるスポーツ環境の充実 
 総合体育館「さわやかアリーナ」を拠点として、多様化する市民ニーズを捉えたスポーツ 

施設の充実を図るとともに、スポーツ関係団体との連携等により、市民が気軽にスポーツに 

親しみ、楽しむことができる環境づくりを推進します。 

３ アスリートの育成とトップスポーツに触れる機会の創出 
 アスリートの競技力向上や指導者の発掘と育成を図るとともに、トップレベルのスポーツ  

観戦やトップアスリートとの交流を通じて、市民のスポーツへの理解が深まり、関心が高ま  

るよう、プロスポーツの誘致や全国大会の開催支援に取り組みます。 

４ スポーツを通じた地域の活性化 
 ラグビーワールドカップ等を契機とした市民の盛り上がりを継続し、スポーツへの関心を  

より高めるとともに、企業や各種関係団体と連携し、スポーツイベントへの市民の参画、ス 

ポーツを通じたまちの国際化やスポーツツーリズムの振興など、スポーツを活かしたまちづ 

くりを推進します。 
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快適で魅力あるまちを目指します 

 Ⅰ 暮らしたくなる都市拠点の創出 

取組の目的  

誰もが安心して快適に暮らせる、いつまでも暮らしたくなるまちづくりを推進します。 

現状と課題  

本市のまちづくりは、ＪＲ袋井駅周辺をはじめ、上山梨地区や愛野地区周辺等の土地区画整理事業、

都市計画法に基づく地区計画制度等の導入により市街地整備を進めるとともに、豊かな自然と調和を図

りながら、良好な居住環境の形成を図ってきました。 

今後、少子高齢化や人口減少が進行する中、本市のような地方都市では、人口密度の低下及び市街地

の拡大による既存市街地の空洞化をはじめ、公共交通の衰退、公共施設の老朽化等による生活機能の低

下など、様々な形で市民生活への影響が懸念されます。 

そのため、都市拠点や地域拠点など主要拠点では、徒歩圏での居住・生活に必要な機能集積を促進す

るとともに、集落拠点では、コミュニティセンターを中心に地域のつながりやコミュニティの強化を図

りつつ既存の住環境を維持し、良好な集落地形成に努めます。 

また、これら拠点間の連携強化に向けて、道路・交通ネットワークの維持、向上に加え、ＩＣＴ等によ

るネットワークの構築により、市民誰もが日常生活に必要な機能を享受できる利便性の高い都市構造の

構築を目指します。 

一方、既存の市街地では、狭あい道路や老朽家屋等に起因する防災上危険な密集市街地の発生に加え、

住民ニーズの多様化、新築住宅の着工、人口減少や少子高齢社会の進行等により、生活環境に悪影響を

与える空き家が増加するなど、様々な課題が浮上しています。 

このような中、まちづくりを円滑に進め、魅力的なまちを形成していくためには、本市固有の恵まれ

た自然環境やのどかな田園風景、歴史・文化的資源等の地域の特性を活かすとともに、市民一人ひとり

が積極的にまちづくりに参加し、企業や行政と将来の姿を共有化しながら、まちづくりを進めていくこ

とが求められています。 

取組の基本方針  

１ コンパクトに生活機能が集約した都市拠点の形成 

子ども、若者及び子育て世代から高齢者まで、誰もが安心して快適に暮らすことができる

よう、都市拠点や地域拠点等の主要な拠点には、徒歩圏での居住・生活に必要な機能集積を

促進するとともに、これらの主要な拠点と集落拠点との連携強化を図り、利便性の高いまち

の形成を図ります。 

２ 安全で魅力ある市街地の形成及び再生 

防災上危険な密集市街地など、都市の改善が必要な地域では、地域住民とまちづくりの改

善に向けての手法を検討しながら、魅力あるまちづくりを推進します。 

３ 地域資源の保全と良質な景観形成の推進 

美しい自然や農の風景、歴史・文化的な景観を保全するため、地域とともに愛着と誇りの

持てる景観づくりを推進します。 

４ 総合的な住宅施策及び空き家等対策の推進 

子育て世帯、高齢者及び障がい者など誰もが暮らしやすい住環境や質の高い住まいの確保
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を推進するとともに、住環境に悪影響を及ぼす空き家等の抑制・解消に向け、市民、地域及

び関係機関が連携・協力し、空き家対策に取り組みます。 

 Ⅱ 誰もが移動しやすいまちづくり 

取組の目的  

日常生活の移動を円滑にするため道路整備を行い、利用しやすい公共交通と拠点を結ぶネットワーク

を構築します。 

現状と課題  

市内の公共交通は、ＪＲ東海道本線をはじめ、民間事業者が運行するＪＲ袋井駅発着の基幹バス路線

に加え、自主運行バスやデマンドタクシー、地域協働運行バスにより交通網を形成しています。 

近年は、自家用車の普及等により公共交通の利用者数が低迷しているほか、深刻なバス運転手不足も

重なり、民間路線バスの廃止が相次いでいる一方で、学生や高齢者等の交通弱者の移動手段を確保する

必要があることから、計画性を持った公共交通構築のため、ＩＣＴ等の新技術を活用して利便性を高め

るとともに、市民、交通事業者及び行政がより一層協力・連携し、本市の公共交通の維持と活性化を図っ

ていくことが求められています。 

また、道路については、市民の生活や経済活動等を支える重要な都市基盤となることから、本市では

これまで、経済発展とともに増大する交通需要に応えることに重点を置いた「交通需要追随型」で整備

を進めてきました。 

しかしながら、今後は少子高齢化や人口減少が進行するとともに、インフラの維持管理が加速度的に

増大するなど、社会情勢が刻々と変化していく中で快適な水準を維持していくことが重要となります。 

このような状況を踏まえ、量的確保から質的向上にシフトする中で、都市間や地域間、日常生活圏域

等の拠点間を安全かつ効率的に連絡できる道路ネットワークや地域コミュニティの場としても活用され

る生活道路の整備を図るとともに、ヒト（子ども、大人及び高齢者）やモノ（自動車、自転車及び小型モ

ビリティ等）が共存でき、安全・安心・快適に利用可能な道路空間の形成や持続可能なインフラの維持管

理を重点的に実施していく必要があります。 

取組の基本方針  

１ 利用しやすい公共交通網の構築 
地域公共交通計画に基づき、袋井駅を発着する路線バスの維持に加え、市民、交通事業者

及び行政がより一層協力・連携し、本市の公共交通の維持と活性化を図ります。 

また、ＩＣＴ等の新技術を活用して利便性を高めるとともに、各地域での地域協働運行バ

スの導入を支援します。 

２ 安全で安心な道路の整備・維持管理の推進 
少子高齢化、自動車交通量の減少、道路・橋梁の老朽化等の社会情勢の変化に対応するた

め、自動車、自転車及び歩行者等がそれぞれ遠慮せず安全・安心・快適に利用できる幹線と

なる道路や地域要望・課題に対する生活道路の整備を行うとともに、持続可能なインフラの

維持管理を実施します。 

 Ⅲ 花と緑と水のまちづくり 

取組の目的  

  民間活力を活かした憩いの場の創出や、花と緑にあふれるまちづくりを推進します。 

現状と課題  

花や緑には「癒し」の効果があり、人々の生活に潤いと安らぎを与えることが期待されます。また、公

園等は市民がスポーツや余暇活動を楽しむなど、地域住民の交流の場としてだけでなく、災害発生時の

一時避難地など防災機能の役割も担う、市民共有の大切な財産です。 

本市では河川公園をはじめ、土地区画整理事業や土地改良事業、民間開発等により整備された公園が

192箇所（令和元年度（2019年度）現在）あり、一人当たりの都市公園面積は27.65㎡/人と国の定める整
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備基準を満たしています。今後は、更なる公園の有効利用を図るため、地域住民の交流を促進していく

とともに、公園等の維持管理に協力していただける環境を整えていくことが求められています。 

また、公園や街路の樹木の維持管理については、地域住民に協力をいただき実施していますが、市民

ボランティアの高齢化により担い手の確保が困難な時代になっていることから、民間との連携による維

持管理や利便増進を図るとともに、樹木植栽ルールに基づき樹木の総数を削減するなど、適切な維持管

理を行っていく必要があります。 

これに加え、都市の中等で生まれた空間を活かしていこうという発想の下、特に「癒し」の効果を持つ

川の水辺に着目し、そのエリアを中心に市民、企業及び行政が一体となって美しい景観と新しい賑わい

を生み出すことが求められています。 

取組の基本方針  

１ 身近な公園・広場の創出と公共緑地の適切な管理の推進 
公園利用の規制緩和や特化利用等を検討し、民間活力が入りやすい仕組みや体制づくりを

推進するとともに、樹木植栽ルールや公園施設長寿命化計画に基づき、樹木の適切な管理、

公園施設の更新・修繕を実施します。 

２ 花を通した市民の健康づくり・交流の促進と宅地内緑化の推進 
寄せ植え講座等を通じ、花と緑の持つ癒しの効果を活用して、市民の健康づくりと交流を

促進します。 

３ 歩いてみたくなる水辺空間の創出 
原野谷川沿いを市内外から歩いてみたくなるような水辺空間にしていくとともに、袋井駅

周辺を含むエリア全体の価値を高める仕組みづくりに取り組みます。 

Ⅳ 恵みある河川・海岸づくり 

取組の目的  

人の生活に欠かせない水や多様な生物が生きる河川・海岸を大切にし、河川愛護や海岸保全の活動を

推進します。 

現状と課題  

本市は、太田川や原野谷川等の多くの河川が流れるとともに、浅羽海岸に面しているなど、水辺が多

く自然環境に恵まれたまちです。 

しかしながら、河川については、生活雑排水の流入をはじめ、治水対策や維持管理を優先したコンク

リート構造の護岸整備を進めたこと等により、河川が本来有する生物の生息や繁殖環境、景観形成等の

多様な機能が失われてきました。近年は、環境に配慮した生活用品の普及や生活排水技術の向上のほか、

地域住民が主体的に河川愛護活動に取り組んできたこともあり、自然と共生した多様性ある河川に戻り

つつあります。 

一方、浅羽海岸については、海岸侵食や防災林の松枯れ等の課題を解消するため、海岸清掃、サンドバ

イパス事業及びグリーンウエーブ活動を推進し、環境保全に努めています。 

また、東日本大震災の教訓から南海トラフ巨大地震等に備え、防潮堤の整備等の防災・減災対策に取

り組むとともに、袋井幸浦の丘プロジェクトワークショップ等を通じて、地域の魅力や特色を活かした

活動を実施しています。 

将来にわたり、河川や海岸を市民の貴重な財産として引き継いでいくためには、一人ひとりが関心と

責任を持ち、保全活動に取り組むことが求められています。 

取組の基本方針  

１ 環境に配慮した河川整備の推進 

治水機能を維持し、河川が本来有する多様性を確保するため、生態系に配慮した整備と保
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全に努めます。 

２ 河川愛護の推進 

河川は市民共有の財産であり、地域で関心を持って愛護活動を行うことにより、快適な生

活環境の創出を図ります。 

３ 美しい海岸の創出 

市民、地域と行政が連携し、海岸地域での自然環境の保全に取り組みます。 

また、海岸浸食対策を促進するため、国や県に対して積極的に要望するとともに、対策に

関する連携を強化します。 

これに加え、南海トラフ巨大地震等の津波対策として、防潮堤の整備を推進するとともに、

平時の憩いの場としての環境を整備します。 

 Ⅴ 豊かな環境の醸成と継承 

取組の目的  

市民、地域及び企業等との協働により、環境にやさしい持続可能な社会の構築と多様性のある自然環

境を保全します。 

現状と課題  

近年、省エネルギーなど環境に配慮した生活スタイルや事業活動が定着する一方、地球温暖化による

大規模な自然災害の頻発やプラスチックごみによる海洋汚染等の問題が顕在化し、抜本的な対策が求め

られています。 

こうした中、本市では、ごみの減量化や再資源化の推進をはじめ、各家庭でエネルギーを創り、貯め、

賢く使うライフスタイル（スマートライフ）の推進など、人と自然にやさしい環境をみんなで、創り、守

り、育てるため、市民や企業との協働により、豊かな環境を次代に引き継いでいく取組を進めています。 

また、豊かな水辺の環境を守るため、生活排水については、人口減少等を見据えて地域の特性に応じ

た効果的な汚水処理の普及に努めており、今後も継続して効率的な維持管理や未接続対策を行うなど、

適正な汚水処理を推進していく必要があります。 

さらに、快適な生活環境を次代に引き継ぐため、家庭、地域、企業及び行政が連携し、市民一人ひとり

に対し環境保全の大切さを啓発することで、環境保全意識の高揚を図り、豊かな自然環境を保全してい

くことや、環境を自主的に守り育てる「人づくり」が求められています。 

取組の基本方針  

１ 資源循環型社会の推進 
ごみの発生抑制や資源の再使用・再利用（１Ｒ+３Ｒ）を幅広く進めるとともに、廃棄物の

効率的な処理により、資源の有効利用を進めます。 

２ 環境保全意識の高揚 
地球温暖化防止に向けて、各家庭においてエネルギーを創り（創エネ）、貯め（蓄エネ）、

賢く使う（省エネ）ライフスタイルである「スマートライフ」を推進していくとともに、市

民、企業及び行政が連携・協働し、環境教育等を通じて環境保全意識の高揚を図ります。 

３ 郷土の豊かな水辺環境の保全 
豊かな水辺環境の保全を図るため、公共下水道の整備や単独処理浄化槽等から合併処理浄

化槽への転換を推進します。 

また、市民に対し、水辺環境を守る大切さについての啓発を進めます。 
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４ 快適な生活環境の保全 
地域、企業及び行政が連携し、公害の発生を未然に防止するとともに不法投棄防止やペッ

トの適正な飼い方など快適な環境の創造に向けた啓発を行い、生活環境の保全を図ります。 
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活力みなぎる産業のまちを目指します 

 Ⅰ 産業の新たな展開の推進 

取組の目的  

  企業の新たな展開の支援や地域経済を支える企業の誘致を推進するとともに、多様な人材が活躍でき

る就労支援に取り組みます。 

現状と課題  

新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行が、あらゆる経済活動に影響を及ぼし、ヒトやモノの動

きを急激に停滞させ、グローバル規模のサプライチェーンを毀損するなど、世界経済の先行きは極めて

不透明な状況となり、経済低迷の長期化が懸念されています。 

このような状況から、輸送用機械器具製造業等においては、ＩＣＴや製造業のサービス化等の新技術

を積極的に活用し、生産性の向上や新たな価値創出につなげていくことが求められています。 

こうした中、市内企業の持続的な成長を支援するため、商工団体や静岡理工科大学等と連携し、販路

開拓や新製品の開発促進に向け、人材育成をはじめ、ＩｏＴ、ＡＩ及び令和２年（2020 年）に商用化が

開始された５Ｇ等の新たな移動通信システムの活用による生産性向上等を支援していく必要がありま

す。 

また、東名高速道路、新東名高速道路及び国道等への交通アクセスの優位性など、立地特性を活かし

て、新技術の積極的な活用等に取り組むような、市内企業や地域経済への波及効果の高い企業の誘致を

行っていくことが重要となります。 

雇用については、市内企業の持続的成長や発展に必要な人材の確保が喫緊の課題となっており、引き

続き大学や高校と連携しながら若者の地元企業への就職を支援するとともに、人生 100 年時代に備え、

働く意欲のある高齢者の雇用充実にも取り組む必要があります。 

取組の基本方針  

１ 環境の変化に対応できる「稼ぐチカラ」の強化 
企業の持続的な成長を支援するため、商工団体や静岡理工科大学等と連携し、販路開拓、

新技術・新製品の開発促進、人材育成及びＩｏＴ等の活用による生産性向上の取組を支援し

ます。 

また、産業構造の変化に対応できるよう、セミナーの開催や補助金の活用等を推進します。 

２ 企業誘致の推進 
企業立地調査等を踏まえ、新たな企業用地の開発可能性を検討します。 

また、ＩｏＴ等を積極的に活用する企業など、市内企業や地域経済への波及効果の高い企

業の誘致を推進します。 

３ 人材育成と経営力向上の支援 
産学官が連携し、市内企業の持続的な経営に必要な人材確保と経営力向上の支援を行いま

す。 

４ 雇用対策の推進 
高校生や大学生をはじめとした若い世代について、市内企業への就職につながるよう、企

業の魅力を紹介する取組を支援します。 

また、担い手と雇い手の需給のバランスがとれた環境を目指し、高齢者等の就労支援の強

化を図ります。 

 Ⅱ 戦略的な観光の推進 

取組の目的  
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まちの魅力アップと情報発信に努め、観光交流客を増やします。 

現状と課題  

我が国は、本格的な人口減少社会を迎える中、主要政策として外国人旅行者の誘致（インバウンド観

光）を推進しており、近年は、中国をはじめとした訪日客が増加しています。 

また、地域経済の活性化を図るため、観光に力を入れる地方自治体が増えており、本県においても、

ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催等を契機とし

て、富士山静岡空港の利便性を活かし、国内外からの観光交流客の拡大に向けて取り組んでいましたが、

令和元年に発生した新型コロナウイルス感染拡大の影響から、外国人旅行者は激減しています。 

本市においては、豊かな自然や歴史・文化など、地域固有の資源を活かした観光振興を進めており、

例年は遠州三山やふくろい遠州の花火、小笠山総合運動公園エコパ等に年間450万人以上の観光客が訪

れています。 

しかしながら、本市を訪れる観光客の多くは「安く、近く、短期間、少人数で」といった傾向が強い

ため、今後は、少しでも長く市内にとどまってもらうことにより、観光消費額を増やし、市内への経済

波及効果を高めていく仕掛けが必要です。 

そのため、観光協会等の関係団体と連携を強化し、本市固有の観光資源と新たな技術など他分野との

融合による価値創出をはじめ、ＳＮＳ等による情報発信力の強化、ＩＣＴを活用した旅行環境の充実、

近場の観光客の誘客を目的としたマイクロツーリズムの開発など、戦略的な観光振興への取組が求めら

れています。 

これに加え、観光客の個人旅行化やニーズの多様化等により、広域での観光振興への取組が必要とな

っています。 

取組の基本方針  

１ 袋井ブランドの創出 
魅力ある観光資源を活用し、他分野との融合（観光×〇〇）により新たな価値創出やニュ

ーツーリズム※の推進を図るとともに、特産品の開発・販売促進に向けた取組への支援や広

域連携による誘客の強化の検討を進めます。 

※ニューツーリズム…テーマ性が強く、体験型・交流型の要素を取り入れた新しい形態の

旅行のこと 

２ マーケティングの推進 
ＳＮＳ等の活用により、観光資源の魅力について国内外への発信力を強化します。 

また、様々な観光客のニーズに沿った快適な旅行環境を提供できるよう、ＩＣＴを活用し

た多言語タブレットやＡＩチャット、ＶＲ（バーチャル・リアリティ）※及びＡＲ（オーグ

メンテッド・リアリティ）※等の導入に向けた検討を進めます。 

※ＶＲ（Virtual Reality）…本物ではないが、機能としての本質は同じであるような環境 

 を、人の五感を含む感覚を刺激することで理工学的に作り出す技術のこと 

※ＡＲ（Augmented Reality）…人が認識する現実環境にコンピュータで情報を加えて現 

 実を拡張する技術、又はコンピュータで拡張された現実環境のこと 

３ 担い手の充実と育成 
市民一人ひとりが観光大使となり、地域固有の観光資源の魅力を発信していくとともに、

観光振興の担い手である市観光協会の体制強化への支援を行います。 

 Ⅲ 経営力の高い農業の振興 

取組の目的  

消費者や市場に選ばれる「信頼される産地」を目指し、安全・安心で質の高い農産物の栽培に努めると



 

28 
 

ともに、効率的な農業経営を確立します。 

現状と課題  

我が国の農業・農村は、誰もが生活に不可欠である食料を生産する機能とともに、国土の保全等の役

割を果たしています。 

しかしながら、農業・農村は、人口減少に伴う国内マーケットの縮小や農業者の減少・高齢化が深刻化

するとともに、グローバル化の進展、さらには、新型コロナウイルスの感染拡大による消費の低迷や経

営への影響など、新たな課題に直面しています。 

本市では、温暖な気候と地形を活かし３大基幹作物である「温室メロン」「茶」「米」を中心とする多

彩な農産物を産出してきましたが、農業者の高齢化と後継者不足に伴う農家数の減少や、収益性の悪化

等により、農業を取り巻く環境はますます厳しいものとなっています。 

このような状況の中、農業を持続可能な産業として発展させるためには、担い手の育成に加え、ＩＣ

ＴやＡＩを活用したスマート農業の導入、さらには法人化による「作業の生産性向上」と農地集積や基

盤整備による「農地の生産性向上」が必要です。 

また、市場や消費者から信頼され、選ばれる産地となるよう、ブランド力の強化が求められています。 

さらに、地球温暖化の影響による大規模な自然災害が頻発している中、農地が持つ景観形成機能や防

災機能の強化など、地域社会の発展に農業が多面的機能を十分に発揮できるよう、地域と行政が一体と

なって農地の適正な管理に取り組む必要があります。 

取組の基本方針  

１ 次代の担い手育成の推進 
稼ぐ農業の推進のため、ビジネス経営体の創出を支援するとともに、意欲と能力のある新

たな担い手の育成と確保に努めます。 

２ 農地の基盤整備と多面的機能の維持 
意欲と能力のある担い手への利用集積を図るとともに、耕作放棄地の発生防止と再生利用

を進めます。 

また、農地の持つ景観形成機能や防災機能等の優れた多面的機能を守るため、地域と行政

が一体になって農地の適正管理を行うとともに、有効利用に取り組みます。 

３ 農産物の高付加価値化と販路拡大 
国内の新たな販路開拓に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響下にあっても生産、出

荷を維持するため、消費者直販の強化を図るとともに、県や農協等と連携し、海外市場への

売り込みを推進します。 

また、高品質で付加価値の高い農産物の生産を推進するとともに、市場へ安定的に供 

給できる体制を構築し、信頼される産地となるよう努めます。 

４ 安全・安心な農産物づくりと地産地消の推進 
安全・安心な生産体制を確立するとともに、環境保全型農業を推進します。 

また、市内飲食店や学校給食、病院院内食等への地場産品の導入を推進します。 

５ 農資源の更なる有効活用 
健康、福祉、教育及び地域コミュニティなど、様々な分野において農資源を活用し、農を

活かしたまちづくりを推進します。 

Ⅳ 魅力的な商業の振興 

取組の目的  
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商店の個性ある魅力づくりや経営力の向上を支援し、にぎわいあふれるまちづくりを推進します。 

現状と課題  

本市の商業施設は、袋井駅周辺地区、上山梨地区、愛野駅周辺地区、浅羽地区及び森町袋井インター通

り線沿線等に集積しています。市内の卸・小売業及び宿泊業・飲食サービス業の売上高は、平成28年（2016

年）で約2,397億円と平成24年（2012年）から平成28年の間で約41億円減少したほか、事業所数は1,201事

業所から1,158事業所に、従業者数は9,967人から9,300人にそれぞれ減少しているなど、本市の商業を取

り巻く環境は非常に厳しい状況となっています。 

また、消費者の消費構造は、新型コロナウイルスの感染拡大により、店頭での購入からオンラインで

の購入へ変化しており、実店舗とオンラインを併用した対応が必要となっています。 

こうしたことから、駅前・駅南エリアで開業する商業施設及び袋井新産業会館「キラット」と連携し、

まちのにぎわいを創出するとともに、店頭でしか体験できない価値の提供により、個店の活性化を図る

ため、空き店舗活用の促進や個店の魅力づくりとその情報発信をしていくことが必要です。 

一方、消費の拡大には、消費者トラブルを防止し、消費者の安全・安心を確保することが不可欠です

が、消費生活相談の相談内容は年々複雑化、高度化しているのが現状です。 

そのため、相談体制の強化や出前講座等による啓発活動を推進していく必要があります。 

取組の基本方針  

１ 商業者等の経営力向上の支援 
中小企業向け融資制度の活用を促進するとともに、袋井商工会議所と浅羽町商工会が行う

経営相談や指導を充実し、新商品や新サービスの創出、ＩＣＴを活用した販路拡大など商業

者等の経営力の強化を支援します。 

２ 魅力ある個店・商店街づくりの推進 
袋井商工会議所や浅羽町商工会等と連携して、個店セミナーやスタンプラリー等を実施 

 し、魅力ある個店づくりと情報発信を推進します。 

また、袋井商工会議所、浅羽町商工会及び民間企業と連携して中心市街地のにぎわいづく 

 りを進めるとともに、中心市街地の空き店舗対策を実施します。 

３ 消費者トラブルの解決と防止のための啓発の推進 
消費者の不安を解消するため、相談事業を推進するとともに、消費者トラブル防止に向け

た啓発に取り組みます。 
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安全・安心に暮らせるまちを目指します 

 Ⅰ 万全な危機管理体制の構築 

取組の目的  

  市民、地域、企業及び行政が一体となって万全な危機管理体制を構築し、災害等による「人命被害ゼ

ロ」を目指します。 

現状と課題  

東日本大震災等の発生を受け、本市では様々な地震対策への取組を積極的に進めてきましたが、県公

表の「第４次地震被害想定」では、レベル２（大規模地震）の地震・津波が発生した場合、本市の震度分

布は全域が６強～７となり、全壊・焼失棟数は約15,000棟、死者数は約600人、重傷者数は約2,700人と大

きな被害の発生が想定されています。 

そのため、災害発災時の「人的被害ゼロ」を目指して、引き続き各家庭における地震対策を推進すると

ともに、災害時の救出・救助や避難を迅速に行うための住民、自主防災隊及び企業等の連携強化に加え、

高齢者、障がい者及び乳幼児等の特に配慮を要する方（要配慮者）への支援体制強化に取り組んでいく

必要があります。 

また、災害時医療救護活動をはじめ、避難生活等による二次的な健康被害や災害関連死の発生を防ぐ

ための健康支援の円滑な実施に向けて、日頃から医療関係団体や医療機関等との連携を深めるなど、発

災時に切れ目なく機能するネットワークの構築や支援体制の充実が求められています。 

さらに、防災講演会等による啓発、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）訓練、津波避難訓練及び原子力防災訓

練を地域や学校等の様々な場面で計画的に実施するとともに、女性の視点を活かした災害対応の充実を

図るなど、「自助」「共助・互助」への取組促進が必要です。 

これに加え、新型コロナウイルス等をはじめとする感染症への対応として、平常時から正しい知識を

身に付けて予防に取り組むとともに、発生時には正しい情報を踏まえた適切な予防行動を行うなど、感

染拡大防止に向けた体制づくりが求められています。 

取組の基本方針  

１ 家庭における地震対策の推進 
家庭内における耐震対策等の取組を推進するとともに、備蓄品の整備など日頃か

らの備えの充実を推進します。 

２ 地域防災力の強化 
平時における地域内でのつながりの強化や災害に備えた自主防災隊の活動を支援

するとともに、災害時の伝達手段であるメローねっとの登録（普及）を推進します。 

３ 津波被害軽減の推進 
防潮堤の整備を推進するとともに、津波避難訓練等を実施し、市民の津波被害に対

する更なる意識の高揚を図ります。 

４ 原子力災害への対策 
原子力災害広域避難計画に基づく避難の基本的な流れなど、原子力防災の啓発や

訓練を実施するとともに、国、県及び避難先等関係市町とマニュアル作成等に取り組

みます。 

５ 災害発生後の円滑な対応 
医療関係団体等との連携を深め、発災時に切れ目なく機能するネットワークを構

築するなど、災害時医療救護や避難生活時の健康支援が適切に実施できるよう取り

組みます。 
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６ 感染症予防の推進 
市民が感染症について正しい知識を身に付け予防できるよう啓発を行うととも

に、感染症発生時に対応できるよう、必要な資機材の整備と計画的な備蓄を行いま

す。 

また、発生時には迅速かつ適切な情報提供を行うなど、感染拡大防止を図ります。 

 Ⅱ 風水害に強いまちづくりの推進 

取組の目的  

市民が安全・安心に暮らせるよう、流域治水※に取り組むとともに土砂災害に対する市民意識の高揚

を図り、風水害に強いまちづくりを目指します。 

※流域治水…河川の氾濫を防ぐため、河川に接する場所や地域を点や線と捉えるのではなく、流域全  

 体で面として捉え、河川管理者や下水道管理者等のみならず、国や地方自治体、企業及び市民等の  

 あらゆる関係者が河川流域全体で治水対策を進めていくという考え方 

現状と課題  

近年、全国各地で、これまでに経験したことがないような大雨や予測が難しく突発的で局地的な豪雨、

いわゆるゲリラ豪雨や気候変動等による集中豪雨が多発し、大規模な浸水被害や土砂災害が頻発してい

ます。 

こうした状況を踏まえ、気象庁は、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に、これまでの大

雨警報等に加え、「特別警報」を発表しています。 

これに加え、国全体では「施設で防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」と意識を変革し、社会全体

で洪水に備えていく水防災意識社会の再構築を示していることから、気象庁、県及び市では、警戒レベ

ルを用いた気象情報の発表や避難情報の発令、想定し得る最大規模の降雨に基づく洪水ハザードマップ

の作成・周知等に取り組んでいます。 

また、本市は、高低差の少ない平坦な地形であり、これまでも浸水被害を防ぐため、雨水排除施設の整

備を進めてきましたが、台風やゲリラ豪雨等の発生時において、既存の排水施設だけでは雨水が十分に

排除できていないのが現状であり、新たな施設の整備等が課題となっています。 

そのため、大雨による河川の増水・氾濫や土砂災害から人命と財産を守ることを目的に、内水氾濫対

策として排水施設の整備や雨水貯留施設の整備、外水氾濫対策として河川や排水路等の計画的な整備の

推進が求められています。 

さらに、早期の避難行動につなげるため、洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップを活用し、

水害リスクを広く市民に周知するとともに、必要な情報の入手方法や避難行動の必要性を啓発するなど、

ハード対策とソフト対策を組み合わせ、流域のあらゆる関係者が協働して被害の軽減に取り組む必要が

あります。 

取組の基本方針  

１ 流域治水の推進 
排水施設の整備や雨水貯留施設の整備をはじめ、河川改修事業等のハード対策に加え、既

存の排水施設の有効活用や水害リスクの周知等のソフト対策を組み合わせ、流域のあらゆる

関係者が協働して被害を軽減する流域治水に取り組みます。 

２ 土砂災害への対策 
急傾斜地（がけ地）の崩壊による災害を防ぐため、土砂災害防止施設の整備を促進します。 

３ 洪水・土砂災害からの避難対策 
住民が迅速かつ的確な避難行動をとることができるよう、防災講演会をはじめハザードマ

ップの説明会やマイタイムライン研修会等を実施します。 
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Ⅲ 交通安全・防犯対策の推進 

取組の目的  

地域、学校、警察等の関係団体と連携し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

現状と課題  

 平成23年（2011年）４月に袋井警察署が開署し、地域、学校、警察及び行政が一体となって交通安全運

動や防犯活動を実施してきたことにより、交通事故件数・犯罪認知件数共に、袋井警察署の開署前より

減少しています。 

 しかしながら、本市の交通事故件数については年々減少しているものの、年間550件程度の人身事故が

発生しています。中でも、高齢者が当事者となった人身事故件数は、県平均よりも高い水準にあること

から、運転免許証の自主返納の促進等により事故防止対策を進めていく必要があります。 

 また、本市の防犯対策については、地域での防犯活動や袋井警察署との連携により犯罪件数は減少傾

向にありますが、不審者情報は増加していることに加え、窃盗犯罪等の身近な犯罪が発生しています。 

 近年は、振り込め詐欺等の知能犯罪が巧妙化していることから、市民が犯罪の被害者とならないよう、

地域、警察及び行政の更なる連携強化が必要です。 

 防犯活動は、地域や袋井警察署と連携しながら市民に対して注意喚起や防犯パトロールを実施し、防

犯意識を向上させていくことが大切であるため、防犯活動に携わる人たちが意欲を持って活動できるよ

う、活動による成果の見える化や共有など、やりがいの創出を図っていく必要があります。 

取組の基本方針  

１ 子どもを交通事故から守る取組の推進 
交通指導隊や交通安全会など、地域住民による交通安全推進体制を維持するとともに、子

ども自身が自らの命を守る行動ができるよう、袋井警察署、県交通安全協会袋井地区支部、

交通指導隊及び交通安全会等と協力し、幼稚園、小学校及び中学校での交通安全教室を実施

します。 

２ 高齢者の事故防止の推進 
高齢ドライバーによる交通事故を防ぐため、袋井警察署、県交通安全協会袋井地区支部、

交通指導隊及び交通安全会等と協力し、高齢者に運転免許証の自主返納や自動車への先進安

全装置の搭載を呼びかけます。 

３ 交通安全対策の推進と自転車等の運転マナーの向上 
自治会要望や交通安全会が実施する交通安全施設一斉点検により、カーブミラー等の交通

安全施設の整備と維持に努めます。 

また、自転車側が加害者となる事故を防ぐため、自転車運転マナーの啓発を行います。 

４ 地域における防犯活動の支援 
袋井市防犯推進協会や地区安全会議による地域での防犯体制を維持し、市民が犯罪の被害

者とならないよう、袋井警察署等と連携して地域防犯に取り組みます。 

Ⅳ 消防・救急救助体制の充実 

取組の目的  

  迅速な消防・救急救助対応を図るとともに、市民一人ひとりの防火・防災意識が高く、安心して暮らせ

るまちづくりを推進します。 

現状と課題  

人口減少や少子高齢化など社会構造の変化や地球温暖化等による大規模な自然災害の多発化や激甚化

等により、消防・救急を取り巻く環境は大きく変化しています。 
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そのため、本市では、国の「市町村の消防の広域化に関する基本指針」に基づき、平成24年（2012年）

４月から中東遠地域の５市１町で通信指令業務の共同運用を行うなど、迅速な消防の対応を日常的に行

っています。 

また、大規模災害に備え、消防力・防災力を高めるため、令和２年（2020年）４月に開庁した袋井消防

庁舎・袋井市防災センターを活用して、自主防災隊や地域住民へ日頃から、知識や技術の習得を促して

いく必要があります。 

さらに、火災予防では、高齢化や核家族化の進行等により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯

の増加も見込まれることから、高齢者宅を中心とした住宅火災防止や増加する外国人市民への防火意識

の向上、住宅用火災警報器の設置の普及促進に継続して取り組んでいく必要があります。 

これに加え、消防団については、核家族化やサラリーマン世帯の増加等から団員確保が困難となって

いる中、本市では、自治会等の協力を得て勧誘活動を行うとともに、消防団の組織の活性化や地域の細

やかなニーズへの対応を目的として、女性消防隊の設置を行っています。今後についても安定した団員

を確保するため、消防団活動への市民の理解を得る啓発や消防団活動の効率化等を継続して行っていく

必要があります。 

取組の基本方針  

１ 消防力の強化 
 いかなる災害発生時にも、災害対策機能を迅速かつ的確に発揮できる袋井消防庁舎・袋井 

市防災センターを拠点として、火災、救急、地震及び風水害等への対応を更に確実なものと  

します。 

 また、地域住民の消防力・防災力向上のため、新庁舎の機能を活用し、地域住民を対象と 

する講習会等をより充実して実施するとともに、消防団活動への市民の理解を得る啓発や地  

域と連携して消防団活動がしやすい環境づくりに取り組みます。 

２ 火災予防の推進 
  火災予防意識の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者や外国人など災害時要配 

 慮者の被害減少につなげ、住民財産の損失防止を図ります。 

３ 救急救命体制の強化 
  普通救命講習及び小児や外傷の応急手当を含めた上級救命講習の受講促進を図るなど、市 

 民や事業所への応急手当等の普及啓発を実施します。 

Ⅴ 安全な水の安定供給 

取組の目的  

水道施設の計画的な更新と適正な管理を行い、安全でおいしい水道水を安定的に供給します。 

現状と課題  

飲用や洗濯等に利用する水道水は、市民の快適な生活や社会経済活動に欠くことができないライフラ

インとなっています。これを適正に維持していくためには、施設の運転監視や日常点検を毎日繰り返し

行うことが重要な業務です。 

また、今後予想される南海トラフ巨大地震等の大規模災害発災時においても、安全な水を安定的に供

給するため、水道施設の耐震化をスピードアップするとともに、渇水や断水等の応急給水時における給

水体制の確立や自己水源の保全が必要となっています。 

そのため、水道水の安定的な供給に向けた取組や災害に備える取組を確実に実施していくとともに、

その取組内容を広く周知し、市民や企業の安心な水道利用につなげていくことが求められています。 

一方で、人口減少や節水意識の高まり等により、水の需要は減少傾向にあることから、今後は料金収

入の減少が予想され、経営状況は厳しくなっていくことが懸念されています。 

こうした中、他市町との連携による業務の広域化や共同処理、ＩＣＴの活用等により、業務の効率化
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や基盤強化を図り、将来にわたり健全な経営に取り組むことが求められています。 

取組の基本方針  

１ 水道水の安定供給の確保 

安全な水を安定して供給できるよう、施設や管路の耐震化のスピードアップを図るとと

もに、水質や施設の監視体制について、一層の充実を図ります。 

また、災害等発生時の応急給水や復旧体制の一層の充実を図ります。 

２ 水道事業の健全経営の確保 

将来にわたって安全・安心な水を供給するため、人口や水需要減少へ対応する持

続可能な経営に努めます。 
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市民がいきいきと活躍するまちを目指します 

 Ⅰ 市民と行政の協働によるまちづくり 

取組の目的  

自治会、まちづくり協議会及び市民活動団体等が役割を分担し、共通の目標を持ち、継続的な地域づ

くりを推進します。 

現状と課題  

地域コミュニティ機能の中心である自治会（連合会）組織は、少子高齢化の進行等による連帯感や協

調性の希薄化に加え、役員の担い手不足や外国人市民との生活習慣及び文化の違いによるコミュニケー

ションの隔たり、新型コロナウイルスの感染予防対策等の課題が生じており、従来のコミュニティ活動

の継続が困難な地域が出てきています。 

そのため、地域づくりの拠点となるコミュニティセンターを単位として設立した「地区まちづくり協

議会」が取り組む高齢者支援をはじめ、子育て支援、健康づくり、地域防災力向上等の特色ある地域づく

り活動について、新型コロナウイルスの感染予防対策を講じながら、より一層促進していくとともに、

自治会（連合会）への加入を促進し、住民相互の交流を図り、つながりづくりを進めることで、「互助」

「共助」の意識や力を高めていくことが求められています。 

また、市内の市民活動団体等の数は、ほぼ同数で推移していますが、活動の中心となるリーダーの高

齢化や後継者不足により、活動の縮小や解散をせざるを得ない団体もあることから、様々な分野におい

て主体的な活動が行われるよう、新たな人づくりや組織づくりに取り組んでいく必要があります。 

さらに、今後も地域課題の解決に向けて取り組んでいくためには、市民、地域、市民活動団体及び企業

等と行政がより良い協力関係を築き、相互に役割を分担して取り組む「協働によるまちづくり」を積極

的に推進していくことが求められています。 

取組の基本方針  

１ 自治会（連合会）活動の維持・促進 
自治会活動を支援するとともに、自治会役員等の負担軽減、新型コロナウイルスの感染

予防対策等につながる適切な助言や情報提供、自治会加入の促進等を行い、住民同士が連

携し支え合う「互助」の体制づくりを推進します。 

２ 多様な担い手による地域づくり活動の充実・支援 
地域づくり活動への次代の担い手確保のため、新たな人づくりに取り組むとともに、参加

・参画の方法等を再構築し、個々の状況に応じた多様な関わり方ができる環境を整えます。 

また、まちづくり協議会、市民活動団体及び企業等が連携・協力することで、継続的な地

域づくり活動を推進します。 

３ 市民活動の促進と交流・連携の機会の創出 
市民活動の拠点である協働まちづくりセンター「ふらっと」の組織及び運営強化を図り、

市民活動に関する相談をはじめ、活動団体の情報提供や交流など、多様な活動主体が連携で

きる機会を創出します。 

また、新たな人づくりや組織づくりに取り組むとともに、「協働によるまちづくり」を積極

的に推進します。 

Ⅱ 教養豊かな人づくり 

取組の目的  

子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが生涯を通じて学びや文化活動により自己実現を図り、自ら

進んで地域づくり、まちづくりに活躍する人を育てます。 

現状と課題  
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市民生活へのＩＣＴの普及やライフスタイル・価値観の多様化等により、人と人とのつながりが薄れ、

「互助」の意識や社会的モラルの低下が懸念される時代となっています。 

そのため、人と人とが緩やかにつながり、身近な生活の中で助け合う気運を醸成するとともに、子ど

もから大人まで社会全体の規範意識を高める必要があります。 

また、市民一人ひとりが、社会や地域に目を向けて興味や関心を持ち、自らの学習意識を高め、地域社

会に関わりながら知識や力を社会に還元していくことが求められています。   

さらに、個人の学習や体験活動が社会参加のきっかけとなり、同じ目的を持った活動を行う市民同士

のつながりが生まれることで、地域づくりやまちづくり活動の担い手に発展していくことも期待されて

います。 

このことから、コミュニティセンターをはじめ、月見の里学遊館や図書館等の教育文化施設は、学習

し活動する場の提供に加えて様々な交流の場となるなど、市民の主体的な生涯学習活動や交流を促進す

る役割がより一層求められています。 

これに加え、ワーク・ライフ・バランス※の充実に向けた気運の高まり等により、市民が身近なところ

で気軽に文化・芸術に接することができる機会の創出や文化・芸術活動環境の充実に取り組むとともに、

郷土への誇りを育むため、文化財の保護・活用や本市出身の偉人の顕彰を幅広い世代に浸透させ、持続

的な活動につなげていくことが求められています。 

※ワーク・ライフ・バランス…仕事と生活の双方が充実した働き方・生き方のこと 

取組の基本方針  

１ 社会全体が連携した社会に貢献する人づくりの推進 
青少年が地域の中で心身共に健全に成長し、社会の一員として自立・活躍できるよう、家

庭や地域の教育力を高めます。 

また、多様化する子ども・若者を取り巻く課題や自立に向けて取り組む地域や関係団体の

活動を支援します。 

２ 市民の学び合い・地域づくりへの支援 
社会の多様化や高度化、人間の長寿化に対応するため、市民一人ひとりが生涯を通じた学  

びにより、自身のキャリアの可能性を広げるとともに自己実現を図り、地域社会の中で、環

境保全や防災・防犯、健康づくりなど、あらゆる分野で活躍できる環境を整えます。 

また、コミュニティセンター、教育文化施設及び団体等の活動を通し、市民が学び合い交

流する機会の提供と併せて、その成果が地域づくりに活かされる環境を整えます。 

３ 文化・芸術の振興と郷土の歴史資源の保護・活用 
市民が様々な文化・芸術に触れる機会を創出するとともに、市民の自主的・主体的な文化

・芸術活動の振興を図ります。 

また、郷土への誇りを育むため、歴史関係団体や自治会、学校等と協力し、文化財の保護

・活用や、本市出身の偉人の顕彰が幅広い世代に浸透する持続的な活動へとつながるよう、

展示、講座及び説明会等の普及活動や文化財の管理・修理事業を推進します。 

４ 読書活動の推進と図書館機能の拡充 
様々な世代の市民が読書に親しみ、読書習慣を身に付ける活動を推進するとともに、図書

館が本を通じて市民が交流し学び合う場となるよう、図書館機能の拡充に取り組みます。 

Ⅲ 共生社会の確立 

取組の目的  

多文化共生意識や人権意識等の向上を図るとともに、多様性を尊重し、それぞれの個性・能力が十分

に発揮できるまちの実現を目指します。 
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現状と課題  

心豊かで充実した生活を送るためには、性別、年齢、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）及び国籍等にかか

わらず、誰もが個性と能力を十分に発揮できる社会の構築が必要です。 

本市においても、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組を進めていますが、令和元年（2019年）

６月に実施した市民意識調査結果では、固定的な性別による役割分担意識や慣行が根強く残っている面

もあると示唆されています。 

また、全国的にＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を並べ

た略称）など代表的な性的マイノリティ※についての認知は進みつつあるものの、当事者の抱える悩み

や生きづらさについては十分に理解が進んでいない状況です。  

さらに、グローバル化の進展により、在留外国人の更なる増加や定住化、多国籍化が進行する中、それ

に対応する環境整備に加え、市民が様々な国の文化や生活習慣の違いを理解するとともに、国際的な視

野を持ち世界で活躍できる人材の育成が求められています。 

そのため、相互に人権を尊重し、誰もが自分らしく活躍できる多様性を尊重・受容できるまちに向け

て、市民、家庭、地域、企業及び行政がそれぞれの立場から連携・協力していく必要があります。 

一方、核家族化やひとり親家庭の増加に加え、生活に困窮する家庭の増加や子ども・配偶者等への暴

力が大きな社会問題となっています。本市における生活保護世帯の相談件数も年々増加傾向にあり、生

活困窮家庭への生活支援や自立支援が重要な課題となっているほか、児童虐待の相談件数も増加してい

ることから、関係機関との連携強化による虐待予防に向けた体制づくりが重要です。        

※マイノリティ…社会的少数派のこと 

取組の基本方針  

１ 男女共同参画と女性の活躍の推進 
固定的な性別の役割意識にとらわれず、男女双方が共に様々な分野に参画できるよう、地

域や社会の制度・慣行の見直しを促します。 

また、子育てと仕事の両立を支援するため、ワーク・ライフ・バランスの推進を行い、女

性が更に活躍できる環境づくりを推進します。 

２ 国際交流・多文化共生の推進 
多文化共生のまちづくりを進めるとともに、グローバルな視点を持った市民の育成を推進

するため、外国人市民への支援の充実のほか、外国人や外国文化と触れ合う様々な機会の創

出や、姉妹都市をはじめとする諸外国との交流を通して外国人との相互理解を深めます。 

３ 生活困窮家庭の生活支援 
様々な理由で生活に困窮している家庭からの相談に対応し、自立に向けた生活、就労及び

教育支援に取り組みます。 

４ 人権意識の向上と安全・安心な生活の確保 
人権教育・啓発の実施等により、様々な偏見や差別意識等の解消に取り組むとともに、相

談体制の充実により様々な人権侵害への救済等に取り組みます。 

また、関係機関のネットワークを強化し、児童虐待や家庭内での暴力等を予防すると 

ともに、早期対応や再発防止を図り、安全・安心な生活を確保します。 
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